
８ よくある問合せ 

 

Ｑ１ 基本の開所時間を８時間に設定した場合、基本時間を過ぎたら時間外保育料金を徴収できます

か？ 

Ａ 可能です。ただし、予め利用者にその旨を周知することや不公平な取り扱いにならないようにするなど配

慮してください。なお、時間外保育料金については、従事する保育者にかかる費用など、適切な額に設定い

ただきますようお願いいたします。 

 

Ｑ２ 「事業を担当する保育士」は専任でなければいけませんか？ 

Ａ 一時保育利用児童の状況を把握したり、一時保育児童に関する担当者という位置づけの保育士が必要

です。クラス担任など一時保育事業と事実上兼務ができない場合は除きますが、一時保育事業に影響がな

ければ、他の業務に従事することは差し支えありません。ただし、一般型の当該保育士は保育士雇用状況

表へ記載する場合は、一時保育事業に勤務する時間（予定の時間でかまいません）を除外して記入してく

ださい。 

 

Ｑ３ 一時保育事業実施届の「４ 事業担当保育士の内容」に記載する保育士は、向上支援費の保育

士雇用状況表に重複して記載していいのですか？ 

Ａ 記載してかまいません。一般型で実施している施設が記載する場合は、一時保育事業に勤務する時間

（予定の時間でかまいません）を除外して記入してください。なお、一般型で、「通常の保育の児童」と「一時

保育の児童」を、担任が通常の保育体制の中で、合同で保育している場合は、担任の雇用状況表に記載

する時間から保育に従事した時間を差し引く必要はありません。雇用状況表の記載の方法については保

育・教育給付課へご相談ください。 

 

Ｑ４ 「一時保育専用保育室」が無いのですが、事業は実施できますか？ 

Ａ 原則、一般型は一時保育事業専用保育室（最低 30 ㎡）を確保することとしていますが、専用の部屋を確

保しなくても、入所児童の保育室面積に余裕がある（＝児童数に応じた最低基準面積以上の面積がある）

場合など事業の実施に支障がないと区長が認める場合には、一時保育を実施することができます。 

 なお、余裕活用型は空き定員のある施設にて実施することができ、専用の保育室・保育士の確保は不要

です。 

 ※R５年度から認可保育所・認定こども園も余裕活用型を実施できます。 

    

Ｑ５ キャンセル料は徴収できますか？ 

Ａ キャンセル料の徴収についての規定はありませんので、徴収しても差し支えはありません。ただし、予め

利用者にその旨を周知することや不公平な取り扱いにならないようにするなど配慮してください。なお、丸

一日キャンセルされた場合、本市への実績報告対象とはなりません。 

 

Ｑ６ ８時間で予約を取っていた人が、当日３時間しか使わなかった場合、残りの５時間分の料金を徴

収できますか？ 

Ａ 予約をどのように受け付けているかによって対応が変わります。 

①予約を「１日コース」「半日コース」と施設が設定している場合 

 →実際に利用した時間分のみ徴収してください。 

②1 時間単位で予約が取れるようになっており、保護者が任意で保育時間を予約できる場合 

 →保護者が予約した時間分の徴収が可能です。なお利用時間分のみの徴収にしてもかまいません。 



Ｑ７ 昼食や日中のおやつ以外に、お迎えが夕方遅くなる児童に夕おやつまたは夕食の提供を考えて

いますが、別途料金を徴収することはできますか？ 

Ａ できます。昼食及び日中のおやつは「合計５００円」の範囲内ですが、夕おやつ等は含まれていないので、

実費相当を別途徴収しても差し支えありません。ただし、予め利用者にその旨を周知することや不公平な

取り扱いにならないようにするなど配慮してください。 

 

Ｑ８ 非定型、緊急、リフレッシュの各保育は、全部実施する必要がありますか？ 

Ａ 原則、全て実施することとしています。  

 

Ｑ９ 非定型的保育の利用要件である「介護」とはどのような状況ですか？ 

Ａ 病人や障害者・障害児の介護または施設等へ定期的に通所している障害者・障害児の付き添いをして

いる、など家庭での保育が断続的に困難な場合に該当します。 

 

Ｑ10 他園の一時保育事業と併用できますか？ 

Ａ 併用可能です。ただし、他園の一時保育の利用を含めて、利用限度範囲内（月 120 時間以内）としてくだ

さい。 

 

Ｑ11 幼稚園児の利用はできますか？ 

Ａ 幼稚園の預かり保育が利用できない場合（長期休業中やリフレッシュ利用など）は、可能です。利用でき

ます。ただし、横浜市私立幼稚園等預かり保育事業を利用できる幼稚園に通っている場合は、保育の無償

化にかかわらず一時保育の利用料金が発生します。 

 

Ｑ12 非定型を毎日利用することはできますか？ 

Ａ 120 時間を超えない利用であれば可能です。 

 

Ｑ13 非定型保育で利用している人が、リフレッシュ保育も利用することはできますか？ 

Ａ 要件がリフレッシュ保育に該当するのであれば利用可能です。 

 

Ｑ14 緊急保育を 120 時間以上利用することはできますか？ 

Ａ 利用者は 120 時間を超える前に、実施施設に再度申込みをし、実施施設で受入態勢が整っていれば利

用可能です。実施施設は区に、口頭または書面で報告をします（実施要綱第８条） 

 

Ｑ15 実施要綱第４条の就学猶予中とはどのような場合ですか？ 

Ａ 病弱・発育不完全、その他やむを得ない事由のために、就学困難と認められる子女（学校教育法１８条） 

 

Ｑ16 非課税減免・市町村民税所得割合算額が７万 7,101円未満である世帯減免の適用について、４、

５、６月の利用にあたって前年度の（非）課税証明書が提出されたが、減免対象として取り扱うのです

か？ 

Ａ ４、５月の利用時には前年度の（非）課税証明書をもって減免対象として扱ってください。６月に関し

ては、新年度または前年度の（非）課税証明書をもって、減免対象可否を判断いたします。 なお、７

月以降の利用時には新年度の（非）課税証明書をもって、減免対象可否を判断いたします。 

※課税証明書（毎年６月更新）では課税世帯となっているものの、その後の離婚等で実質的に非課税世帯と

なっている場合は、保育無償化の「施設等利用給付認定 決定通知書（子ども・子育て支援法第30条の4  



3 号認定）にて、次の６月の課税証明書更新により非課税世帯の確認が取れるまでの間、減免の適用を

受けることができます。ただし、課税証明書更新の前に、当該世帯の課税状況が課税となったことが確認

された場合は、それ以降については減免の適用を受けることができません。 

 ※非課税減免については、該当世帯であることを証明する書類の提出を求めていますが、ＤＶ等で住民票

をうつせず、書類が入手できない等、やむを得ない事情の場合はこども青少年局保育・教育給付課に

ご相談ください。 

 

Ｑ17 保育の無償化と減免制度の両方が適用となる場合はどのように手続きしますか？ 

Ａ   減免の適用を優先してください。 

 

Ｑ18 通常の保育定員では受け入れていない年次の児童について一時保育を実施してよいか？ 

Ａ   認可保育施設・認定こども園の場合→可能。ただし当該年次の安全管理マニュアルを作成するなど

安全面に配慮して開始すること。 

    小規模保育事業の場合→３歳児以上の受入は不可。その他の年次については当該年次の安全管理

マニュアルを作成するなど安全面に配慮して開始すること。 

    ※安全管理マニュアルについては各施設にて、施設の実情に応じた内容を作成してください。 

 
Ｑ19 余裕活用型で実施しているが、１歳児・２歳児の定員は埋まっており、０歳児の定員に空きがあ

るが、１・２歳児の一時保育の受入をしてもよいか？ 

Ａ  園の総定員を超えない限りは余裕活用型として受け入れが可能です。なお、面積基準・配置基準は順

守してください。 

 
Ｑ20 平日は通常の保育で定員が埋まっている。土曜日であれば一時保育の受入が可能だが、土曜

日のみの受入でもよいか？ 

Ａ  余裕活用型においては、土曜日など、通常の保育を受ける児童の人数が定員以下の利用が見込まれ

る日のみの受入でも構いません。ただし、通常の保育が優先されますので、定員を超えて預かること

が発生しないよう注意をお願いします。また、当日の配置や面積基準も超えないようご注意ください。 

なお、一般型は原則、通常の開所日に一時保育を実施していただきますようお願いいたします。 

 

Ｑ21 お昼寝の時間にお迎えに来るなどは、避けていただきたい。そうすると最低２時間以上の利用と

なる。２時間以上でお迎えに来ていただくよう保護者に依頼してもよいか？その場合の保育料金は２

時間以上での料金を徴収してよいか？ 

Ａ  保護者に丁寧に説明の上、同意していただいていれば、最低２時間以上といった保育の提供をしても

かまいません。また、実際に２時間保育を提供したのであれば２時間分の料金を徴収してかまいませ

ん。 

※急遽お迎えが必要になった場合なども想定されます。２時間以上の設定で保育を提供する場合は、

Q６の半日コース、一日コースの設定と同様、実際に提供した保育時間分の料金徴収としてください。 


